
令和 8 年度 幼保連携型認定こども園 れいんぼー幼児園 しおり（重要事項説明書） 

 

■ 運営方針 
＊子どもが心地よく安全に過ごすことができる環境をつくる。 

＊家庭との連携を図りながら、子どもが情緒の安定した規律正しい生活を送り、できる喜びと自信につなげる。 

＊人権を尊重し、生命を大切にする心を育てる。 

＊食に関わる体験や経験を通じて、健全な心身の発達・成長を促す。 

＊地域との関わりや繋がりを大切にし、様々な体験活動に取り組む。 

＊多様な保育ニーズの対応に努めるだけでなく、地域の方に対する福祉サービスを行うことで、地域の保育園としての

役割を果たす。 

 

■ 事業者 

名   称   社会福祉法人豊和福祉会 

代 表 者   理事長 薄 和哉 

所 在 地    福岡県福岡市東区下原二丁目 22-3 

電話番号   092-663-8876 

目   的   教育基本法及び学校教育法に従い、子どもの自立を目指す教育を行うこと。 

         児童福祉法に基づいて、乳児及び幼児の保育事業を行うこと。 

 

■ 認定こども園概要 

名   称   幼保連携型認定こども園 れいんぼー幼児園 

園   長   宮城 綾 

所 在 地   福岡県糟屋郡須恵町大字旅石 523 番地 

電話・FAX    092-937-6780 ・ 092-937-6779 

認可年月日   令和 4 年 4 月 1 日 

利用定員   0 歳児…12 名 1 歳児…36 名 2 歳児…48 名 

         3 歳児…2 号認定 50 名・1 号認定 11 名 

         4 歳児…2 号認定 50 名・1 号認定 12 名 

         5 歳児…2 号認定 50 名・1 号認定 12 名  計 281 名 

職 員 数   49 名 

嘱 託 医   （内科）にじいろライフサポートクリニック 庄子智史 ・ （歯科）吉川歯科医院 吉川 容  

加入保険   日本スポーツ振興センター（災害共済給付）、損害保険ジャパン株式会社（賠償責任保険） 

特別保育の実施状況       延長保育、障がい児保育、一時保育 

子育て支援事業     子育て家庭への相談、助言、支援及び親子の交流の場を提供する。 

職員への研修実施状況           職種、経験に基づき各自の仕事のレベルを高めるため全ての職員に実施する。 

 

■ 開園日・開園時間及び休園日 

【１号認定（幼稚園）】                       【２号・３号認定（保育園）】 

開 園 日   月曜日から金曜日                開 園 日  月曜日から土曜日 

保育時間   3 歳児  ：午前 9 時から午後 2 時               

         4・5 歳児 ：午前 9 時から午後 3 時              ◆保育標準時間 

                                     保育時間    午前 7 時から午後 6 時 

         土曜日・日曜日・国民の祝日休日               ◆保育短時間※ 

休 園 日   夏 季  7 月 18 日から 8 月 31 日               午前 8 時 30 分から午後 4 時 30 分 

（予定）    冬 季 12 月 25 日から 1 月 7 日               

         学年末  3 月 25 日から 3 月 31 日 

 

                                                 休 園 日  日曜日・国民の祝日休日 

 

※就労等により 1 ヶ月 64 時間以上 120

時間未満（通勤時間含む）の方が対象と

なります。 
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■ 施設概要 

◎構   造  木造 1 階建て 

◎面   積  敷地面積 5826.93 ㎡  延床面積 2011.65 ㎡ 

◎施設内容  乳児室 1 室 ほふく室 1 室 保育室 8 室 調理室 1 室 乳幼児用トイレ 5 か所 

          遊戯室 1 室 屋外遊技場 

 

■ 職員体制（予定） 

園長 1 名 副園長兼主幹保育教諭 1 名 主幹保育教諭 1 名 保育教諭（常勤）35 名 栄養士（常勤）3 名 

調理員（常勤）4 名 調理員（非常勤）1 名 事務員（常勤）2 名 安全管理員(常勤)１名 

 

■ 保護者負担について 

【１号認定（幼稚園）】                       【２号・３号認定（保育園）】 

                                             ◆0～2 歳児クラス 町が決定します。 

保 育 料  無償                         保 育 料                ※非課税世帯は無償 

◆3～5 歳児クラス 無償 

 

                                                               ◆0～2 歳児クラス 保育料に含まれます 

給 食 費  月額 5,000 円                   給 食 費   ◆3～5 歳児クラス 月額 5,500 円 

        （内訳：主食費 1,000 円・副食費 4,000 円）                  （内訳：主食費 1,000 円・副食費 4,500 円） 

        ※条件により副食費免除制度あり                  ※条件により副食費免除制度あり 

 

延長保育時間  7 時 00 分～8 時 30 分まで  500 円         延長保育時間   18 時 00 分～19 時 00 分まで  1 時間 350 円 

および     15 時 00 分～17 時 00 分まで 1 時間 350 円        および     ※保育短時間の方は、 

延長保育料  （3 歳児は 14 時 00 分～15 時 00 分まで 350 円/時間）     延長保育料    7 時 00 分～8 時 30 分まで    500 円 

※兄姉が 4・5 歳児クラスにいる場合は、3 歳のお子様は                16 時 30 分～18 時 00 分まで   500 円 

15 時まででの降園であれば延長保育料はかかりません。              月極：4,000 円/月 

         月極：6,000 円/月 

 

 

◎保育料、給食費および延長保育料は当園が毎月口座振替にてお引き落としいたします。 

未納が 2 ヶ月以上続き、督促に応じない場合は退園勧告を行う場合があります。 

◎月極延長保育の利用をご希望の方は、翌月分を当月 25 日までにお申込みください。なお、れんらくアプリからの 

申込登録も可能です。 

【その他】 

   ①制服・体操服・保育用品一式  購入時期や金額は年齢により異なります。 

   ②絵本代 月額 500 円程度（園が選定した絵本を毎月 1 冊購入します。） 

   ③卒園アルバム代 月額 600 円（1・2 号認定年長児のみ） 

   ④日本スポーツ振興センター共済掛金 年額 240 円(全園児) 

   ⑤（1 号認定のみを対象）夏季・学年末の預かり保育時間および預かり保育料  

3 歳児  ：9 時 00 分～14 時 00 分  1 日あたり 500 円 

    4・5 歳児 ：9 時 00 分～15 時 00 分  1 日あたり 500 円 

   ⑥在園進級児は慣らし保育期間はなしとし、4 月初日より幼保各々の通常保育時間にて保育提供をいたします。 
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   ⑦おむつ処理代 200 円(0.1.2 歳児クラス) ※2 歳児はおむつからパンツへ移行した月の翌月から徴収なし 

 

■ 給食について 

◎方針 

・国内産の食材・旬の野菜・自然食の調味料などを取り入れた安全安心な給食を提供します。 

・園で栽培した野菜や果物を食材に取り入れ、年長児は保育クッキングに参加することにより、自分で作ることや食べる

ことに対する楽しみや意識を育てます。 

・月一度給食前の 15 分程度時間をとり、栄養士がその月の目標に沿った栄養の話をします。 

 

◎昼食・おやつ 

・おやつは手作りのものを提供します。 

・毎月の献立表をお配りします。 

 

◎アレルギー等への対応 

・医師の診断に基づき、除去食を必要とする者のみアレルギー対応を行います。対応については、調理の最終段階で

除去できるもののみ除去し、それ以外の除去ができないメニューについては提供できません。（代替食の提供につい

ては応相談。） 

 

■ 年間行事（予定） 

 ４月  入園式（新入園児）                   １０月  秋の遠足・芋ほり 

 ５月  芋の苗植え・姉妹園交流会              １１月  観劇会 

 ６月  保育参観・水遊び開始                 １２月  生活発表会（3～5 歳）・クリスマス会・もちつき 

 ７月  運動会(3～5 歳児)・七夕会                 1 月  新年の集い 

 ８月  流しそうめん                              2 月  保育参観（0～2 歳）・豆まき 

 ９月  祖父母招待会・秋まつり会               3 月  お別れ会・卒園式・入園前面談 

 

◎毎月の行事：誕生日会・避難訓練・体育教室（2・3・4・5 歳）・クッキング（3・4・5 歳児） 

◎その他：内科健診・歯科検診・愛情弁当の日・心の教室（3・4・5 歳）・園庭開放 

 

■ 緊急時の対応 

（1）保育中に園児の急激な体調の変化や怪我などが発生した場合は、保護者の指定した緊急連絡先へ連絡をし、 

医療機関へ速やかに連絡をとるなど必要な措置をします。 

（2）保護者と連絡がつかない場合は、園児の生命の安全を最優先させ、当園が責任を持って、しかるべき対処を 

行いますので、あらかじめご了承ください。 

 

■ 非常災害時の対応 

◎消防計画書作成 ： 粕屋南部消防署（志免町田富 170 番地 ＴＥＬ935-5111）へ提出 

◎防 火 管 理 者 ： 薄 和哉 

◎防  災  設  備 ： 自動火災報知器・非常警報装置 

◎避  難  訓  練 ： 避難及び消火の訓練を定期的に実施する 
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■ 保育に関する相談・要望 

（1）当園職員までお申し出ください。 相談・苦情解決責任者 れいんぼー幼児園 園長 宮城 綾 ＴＥＬ937-6780 

（2）須恵町役場 子育て支援課 ＴＥＬ932-1459（直通） 

令和 8 年 4 月 1 日時点 

苦情解決体制 

苦情解決責任者 園長  宮城 綾 

苦情受付担当者 
副園長兼主幹保育教諭  渋田 亜紀 

主幹保育教諭  蔵座 泰子 

第三者委員 宮本 成康   深田 輪子 

 

■ 個人情報の取り扱いについて 

当園で取り扱う個人情報につきましては、園での幼児教育・保育活動の範囲に限定しており、それ以外での使用、

漏えいなどが無いように厳重に管理しています。 

個人情報を収集する場合等においては、その都度使用目的を明確に記載させていただきます。 

 

■ 虐待防止のための措置及び児童虐待防止法令遵守について 

（1）当園は、乳幼児の人権の擁護及び虐待の防止を図るため、責任者の設置その他必要な体制の整備を行うととも

に、職員に対する研修の実施その他必要な措置を講じています。 

（2）当園職員は、児童虐待が疑われる場合には、乳幼児の保護とともに家族の養育態度の改善を図り、関係機関に

通報していきます。 
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